
宮城県登米市の
コミュニティ・スクール

1

宮城県登米市

位 地
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宮城県登米市

概 要 １

・面積５３６㎢
・人口81,318人
・９町が合併して
誕生（H17）

・東京オリンピッ
クのボート競技
の開催候補地
長沼ボート場
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宮城県登米市

概 要 ２

・農業産出額…
東北地方第二位
肉用牛第一位

・仙台牛の４割

・市立学校数…
小学校２２校
中学校１０校
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登米市

ゆるキャラ

はっとン
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登米市

ロゴマーク
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登米市

ＰＲ動画
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(1)社会の変化
・少子高齢化
（過疎化）

・地域社会等のつ
ながりや支え合
いの希薄化

・家族形態や労働
形態の変化
子どもの社会性
育成機能の低下

ＣＳ導入の

背 景
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ＣＳ導入の

背 景

(2)子どもたちの変化
・子どもたちの規範意
識の低下

・生活習慣の乱れによ
る学習意欲や体力・
気力の低下

・多様化する問題行動
と不登校児童生徒の
増加
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(3)東日本大震災
発生(H23.3.11)
・地域に根ざした
教育活動の展開
の必要性

・地域とともにあ
る学校づくりの
推進

ＣＳ導入の

背 景
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ＣＳ導入の背景

◎ 子どもたちを取り巻くこのような教育環境の
中にあって，登米市の将来を担う「心豊かな登米
人」 を育成するためには，社会総掛かりでの教
育を実現しなければならない。

その有効な手立の一つとして，平成３０年度を
目途に市内全小中学校（小２２校・中１０校）にコ
ミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を導
入していく。
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ＣＳ導入によって期待される効果

学校では
○地域や保護者との信頼
関係 強化

○学校教育の質的・量的
充実
・効果的な学習支援
・体験や交流の充実
・地域学習の充実
・児童生徒の安全安心
確保
・環境整備
○教職員の資質向上
○小中連携の強化
○児童生徒理解の深まり

地域では
○地域・保護者の教育力
向上

○参加住民等の自己実現
と充実感（生きがい）

○伝統文化の継承
○地域コミュニティの充実
○人と人とのつながり強化
（絆の再生）
○学校を核とした防災
機能の充実

○学校への信頼度向上

開かれ
た学校
づくり

より良
い地域
づくり

豊かな
子どもの育ち

好循環
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登米市のＣＳ導入への取組

文部科学省「ＣＳ導入等促進事業」<１／３補助>
ＣＳ
準備校
<一般
財源>

ＣＳ
<一般財源>

導入の促進 取組の充実

年度（校数） 小学校 中学校
小中
学校

年月日（校数） 小学校 中学校

25 新規(2) ２※委託事業

26 継続(2) ２※委託事業 26.4.1(1) １

27 新規(7) ５ ２ ２ 27.4.1(1) １

28
継続(5) ４ １

中１ 28.4.1(1) １
新規(12) ７ ５

29
継続(10) ６ ４ 小１

中１
29.4.1(5) ４ １【１】

新規(11) ８ ３

30 継続(11) ８ ３ 30.4.1(11) ７ ４【１】

31.4.1(11) ８ ３

【 】・・・小中一貫校
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■登米市学校運営協議会規則

□制定日：平成２５年１０月１８日

平成２９年１０月 １日改正

□主な内容

○委員の任期：３年

○委員数：２０名以内 校長も委員

○謝 金：１会議1,800円
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■学校・地域教育力向上対策事業

平成２０年度から３年間「学校支援地域本部事業」委託事業

平成２３年度から学校・地域教育力向上対策事業（一般財源）

統括コーディネーター（有償）１人
【教育委員会】

地区コーディネーター（有償）９人（９町域）
【各支所】

○学校とボランティア，ボランティア間の連絡調整
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■学校・地域教育力向上対策事業

学校
先生だけでは
人手が足りな
い。
（例）
・登下校の見守
りをお願いし
たい。

・放課後の学習
を手伝ってほ
しい。

地域
住民 NPO
企業 団体

（例）
・子どもと触れ
合いたい。

・勉強は無理だ
けど運動なら
教えられる。

地区コーディネーター
学校と地域の両方の状
況を把握している。

調
整

協力依頼

学校支援

地域への協力

学校への支援
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■成果○と課題●

○学校に対する地域住民の理解が深まってきた。

○保護者や地域住民が学校に協力的になった。ボランティア

意識が高まってきた。

○地域と一体となって特色のある教育活動ができるように

なった。

○学習支援を通して，子どもたちが地域の良さに改めて目を

向けるようになった。

●学校運営協議会を運営するための負担軽減

●ＣＳの目的や活動の地域住民への一層の周知
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■コミュニティ・スクールの実践①

学校支援ボランティアと連携したＣＳの実践
登米市立石森小学校 平成２６年４月１日設置

★午前５時間制の導入
・放課後の時間を有意義に活用
★ボランティア活動
・放課後学習室 算数学習ボランティア
・ジュニアブラスバンドの練習支援
・家庭科の時間のミシン操作支援
・総合的な学習の時間の米作りの学習活動
・学びの幅を広めたり深めたりするきっかけに
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■コミュニティ・スクールの実践②

「地域をつなぐ」学校運営協議会の設立
登米市立新田小学校 平成２７年４月１日設置

★２年間の準備期間を経て学校運営協議会を設立
★「地域をつなぐ」をテーマに
★小・中学校で育みたい子ども像
★ボランティア活動
・生活科の野菜づくりアドバイザー
・放課後学習教室のサポート
・校外学習の安全サポート
・今後は子どもたちが地域に貢献できるような活動も
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登米市米山町域小・中学校
（米岡小学校）

コミュニティ・スクール導入等

促進事業の進捗状況
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（１）「米山町域教育連絡調整会議」

（年３回開催）学校と諸施設・諸団体との

連携により協議

（２）「ＣＳ担当者会議」を毎月開催し準備を

進めた

（３）「ＣＳだより」，「Ｗｅｂページ」，

「リー フレット」等によって教員・

保護者・地域の皆さんに広報
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１．平成２８年度の経過
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第２条 （協議会の目的）

「学校と保護者，地域住民等との信頼

関係を深め，一体的な学校運営の改善

及び子どもの豊かな学びと育ちに取組

むことを目的とする。」
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２．「登米市学校運営協議会規則」

（１）「米山町域教育連絡調整会議」の中で，

小中学校・幼稚園・公民館等とのＣＳに

関する共通理解を図ることができた。

（２）義務教育９年間において，心身ともに

健全な米山町域の青少年を育成する方向

性を共有することができた。

（３）教育講演会等の研修により，教職員の

ＣＳに関する理解が深まった。
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３．平成２８年度の成果



（１）「ＣＳに関する情報」を，保護者・地域

に向けて発信することにより，ＣＳに関す

る周知及び理解を深めること

（２）地域・保護者の願いを教育活動に活かす

ための学校評価の改善実施等

（３）課題を解決するための，学校・家庭・地

域・行政の連携方法をさらに工夫・改善
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４．平成２８年度の課題
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開催予定日

第１回 平成２９年５月３０日

第２回 平成２９年７月２７日

第３回 平成３０年２月２７日

５．平成２９年度ＣＳ準備委員会



開催日：平成２９年５月３０日

（１）準備委員の委嘱

（２）学校運営協議会の目的の共有

（３）各校の運営計画の承認
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６．「第1回ＣＳ準備委員会」
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幼稚園長①
保育園長①
米山中ＰＴＡ代表①
米山中学校長①
米山教育事務所長①
地区コーディネーター①
青少年のための市民会議米山支部長①
よねやまスポーツクラブ①

（２０名の委員）

小学校校長③
小学校保護者代表③
コミュニティ代表③
公民館長③

７．米山中ＣＳ準備委員会の構成



第１部：米山町域ＣＳ準備委員会連絡協議会

第２部：米山中学校ＣＳ準備委員会 29

平成２９年５月３０日 会場：米山中学校

８．第１回ＣＳ準備委員会の開催

第３部：各小学校ＣＳ準備委員会

平成２９年５月３０日 会場：各小学校

８．第１回ＣＳ準備委員会の開催
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開催日：平成２９年７月２７日

（１）第１学期「学校評価」について

（２）教育活動上の課題について

（３）課題解決の取組について
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９．「第２回ＣＳ準備委員会」
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１０．評価方法の改善

・米山中学校 「学校評価の熟議」
グループ討議と発表：学校課題
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・米岡小学校 「第１学期末学校アンケート」

昨年度まで：コミュニティとの合同運動会
の反省・感想を集約し，改善に生かした。

２９年度は，職員・児童・保護者の評価結果
を比較できるように改良し，「知・徳・体」
と「地域連携」をレーダーチャートにした。

１０．評価方法の改善
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・「第２回ＣＳ準備委員会」で報告

・９月には，一輪車練習場を区長会が設置

１０．評価方法の改善



開催日：平成３０年２月２７日

（１）年度末「学校評価」について

（２）新年度の学校運営について

（３）ＣＳの開始について

１１．「第３回ＣＳ準備委員会」
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第４条（基本的な方針の承認等）

(1)学校教育目標及び学校経営方針に関す

ること

(2)教育課程の編成に関すること

(3)学校予算の編成及び執行に関すること

(4)前3号に掲げるもののほか，校長が必

要と認める事項
36

１２．「登米市学校運営協議会規則」



（平成２９年１０月）

※二以上の学校の運営に関し相互に密接

な連携を図る必要があると認める場合に

は，二以上の学校について一の協議会を

置くことができる。

１３．市協議会規則の改正予定
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１４．米山町域CS準備委員会Webページ
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宮城県登米市の
コミュニティ・スクール

登米市教育資料館


